
 

大麻由来製品に含まれるΔ9-THC の標準的な分析法案に関する意見募集の結果について 

 

令和６年 11 月 12 日 

厚生労働省 

医薬局監視指導・麻薬対策課 

 

大麻由来製品に含まれるΔ9-THC の標準的な分析法案について、令和６年５月 30日（木）から同年６月 28日（金）まで

御意見を募集したところ、30件の御意見をいただきました。 

お寄せいただいた御意見の要旨とそれに対する考え方について、内容により分類し、以下のとおり取りまとめましたの

で、公表いたします。 

皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも厚生労働行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 

No. 案に対する御意見の要旨 御意見に対する厚生労働省の考え方 

１ 
設定される THCの残留限度値では、検査ができな

い（検査できる機関もない。）。 

当該分析法は分析法の一例であり、必ずしも別途パブリッ

クコメントでお示した機器や手法のみを用いなければなら

ないものではございません。1ppm又は 0.10ppmのΔ9-THCを

測れる分析機器としては、精密質量分析装置（MS/MS 等)を

使用するものになると想定しておりますが、これらの機器

については、検査機関において一定程度保有されているも

のであるため、検査は可能と考えております。 

２ 

現在の 0.02％未満の THC規制値から、0.0001％

未満へ引下げた場合、日本の CBDメーカーや事業

者のほとんどが達成出来ないのではないか。 

現在、Δ9-THC の規制値を 0.02％未満と定めている事実は

なく、仮に、当該物質が検出されれば大麻又は麻薬に該当す

る可能性があることとなります。今般、大麻草由来の成分を
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含有する製品についてΔ9-THC の含有量を科学的にゼロと

することが困難であることから、Δ9-THCの残留限度値が設

けられたところです。「達成できない」の意図するところが

分かりかねますが、仮に、製品のΔ9-THC含有量が残留限度

値以下であるかを検査できないということを意味するので

あれば、上記１でお示ししたとおり、設備を備えた検査機関

においては、検査が可能と考えております。 

３ 

残留限度値の一桁下までの定量性を担保すること

となると、大半の分析機関ではこのレベルの計測

は行えないと考えられ、その結果、輸出入に大き

な支障をきたすことが予想される。 

残留限度値以下であることを確認するためには、残留限度

値以下の定量性を担保することが推奨されるところ、上記

１でお示ししたとおり、検査機関において一定程度保有さ

れている今般お示しする分析法において使用した精密質量

分析装置（MS/MS 等)であれば、その測定が可能であると考

えております。 

４ 

定量には、THCの標準品が必要になるが、標準品

が入手できない場合はどのように定量するべき

か。事業者の過度な負担とならないよう、多様な

製品形態に対応した、低コストで効率的な分析方

法の開発や、体制の整備に務めるべき。 

標準品については、市場流通しておりますので、各分析機関

においてご購入下さい。 

いただいたご意見は、今後の安定した分析体制の参考とさ

せていただきます。 

５ 

THCA-Aの脱炭酸が起こりやすいのであれば、THC

と THCA-Aの総和ではなく、すべて THCに変換さ

せて定量する方法とすれば良いと思うが、そうし

なかった理由は何か。 

Δ9-THCA-Aを全てΔ9-THCに変換する方法をお示しすると、

手技として煩雑になるため、標準的な分析法をお示しする

今般の趣旨から外れるものと考えました。 

６ 
測定機器に LC-QTOFMSを用いているが、測定条件

は LC-TOFMSの内容であるため、分析法としてあ

LC MS/MS以外の一例として例示したもので、分析法として 

QTOFMSを推奨したものではございません。 
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えて QTOFMSとする必要はあるのか。QTOFMSとす

るのであれば、プロダクトイオンスキャン条件の

明示を願いたい。 

７ 

分析結果のクロマトグラム例も示していただきた

い。 

今般の分析法の検討をした、厚生労働行政推進調査事業費

補助金厚生労働科学特別研究事業の「大麻由来製品中に混

在する微量 Δ9-THC の試験法策定に資する研究」をご確認

下さい。 

８ 

「測定資料の調製」においてジクロロメタンを使

用することになっていますが、ジクロロメタンは

特定化学物質に該当し、発がんのおそれのある有

機溶媒であることから、ジクロロメタンの使用を

避けた分析法を検討すべきではないでしょうか。 

参考文献や使用した機器等を考慮し、本分析法においては

ジクロロメタンを保護手袋、保護マスクを着用した上、ドラ

フト内で操作し安全性に十分に配慮して使用しております

が、他の有機溶媒を使用することを否定するものではござ

いません。 

９ 

・１２１行の脚注１３は本文のどこで引用してい

るのか？ 

・３１行「する」、３２行「る」を赤字で記載す

るのはなぜか？ 

・注解 10)のナカライテクス社→ナカライテスク

社 

いずれも誤記のため、ご指摘を踏まえ修正します。 

 

※上記のほか、258件の今回の意見募集に関係ない御意見をいただきました。 


